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《河川水路整備事業》　

会計区分 事業類型 施設整備系

内容

（手段）

事業番号 249
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一般会計 担当課

事務事業名

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

担当部

担当係

根拠法令・個別計画 特定都市河川浸水被害対策法、新川流域水害対策計画

事業期間

河川整備を促進する

平成１２年度以前

都市基盤

8

～

総合計画

分野別計画

予算区分 33

　水路等の整備を実施することで、地域に降った雨水を速やかに流下させることにより、大

雨による家屋等の浸水被害の軽減を図る。

　一級河川の管理者であり改修事業者である愛知県と調整を行い、総合治水の視点から準

用河川や普通河川・水路の整備を進め、河道の拡幅等により用地買収が必要となるような

事業については、対象者に対し計画段階から事業説明を行い協力を要請する。

　区長要望については現地を確認すると共に聞き取り調査を行い、緊急性・重要性等を考

慮し、各区の理解を得ながら整備を進める。

　野口区水路整備事業・小針川整備事業・道木川整備事業・手越排水路整備事業・その他

の河川水路整備事業

○平成２４年度

　【委託業務】

　河川測量設計業務の委託　14件（大洞排水路外：委託料　22,523千円)

　【工事請負内容】

　水路改修工事　25件（小針川外：工事費　185,162千円）

　【用地購入】

　２筆　２３１．５１㎡　　（道木川：公有財産購入費　6,747千円）

 【物件移転補償】
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無

 【物件移転補償】

　上水道移設　3件（下田排水路外：物件移転補償費　1,161千円）

　

　　【財源内訳】　　　市町村土木事業費補助金(補助率1／3）　　10,000千円

　　　　　　               小牧岩倉衛生組合負担金（野口区）　　　 　35,305千円

○平成２５年度

　【委託業務】        河川測量設計業務等委託　（小針川外：委託料　14,145千円)

　【工事請負内容】　水路改修等工事　（道木川外：工事費　274,900千円）

　【用地購入】　    　水路用地　約150㎡　　（野口区：公有財産購入費等　3,855千円）

　【物件移転補償】　地下埋設物等　　（手越排水路外：物件移転補償費　5,500千円）

　

　　【財源内訳】　　　　市町村土木事業費補助金(補助率1／3）　22,000千円

　　　　　　                 小牧岩倉衛生組合負担金（野口区）　　　 52,400千円
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実実実実

事業実施におけ

る課題

河川拡幅に伴う準用河川等の整備については、用地が未買収で施工ができない状況

は避けなければならないため、用地買収の事前準備等、特に地元等への情報提供は

より丁寧に行い事業の理解を得る必要がある。また小針川については県道より下流

部においての事業化を図るための準備を進める必要がある。

　区長申請による水路改修については必要性の判断及び優先順位について地元の
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幹線水路の施工延長
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達成状況

　準用河川の河川拡幅の用地買収について、小針川は県道より上流部約400ｍの用

地はほぼ完了しており、道木川については約410ｍのうち2筆を残している。

　河川改修については、平成24年度末までに小針川は400ｍの内Ｌ＝330ｍ、道木川

は410ｍの内Ｌ＝190ｍが完了した。

　区長からの要望による水路改修等については、14件の測量業務を、24件の水路改

修を行った。
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の改善案

河川・水路改修を限られた予算の中で最大限の効果が得られるよう、重要度に応じた

優先順位について市民等に理解を得て事業を進めていく。
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　区長申請による水路改修については必要性の判断及び優先順位について地元の

理解を得る必要がある。

浸水被害を受けた地区の河川・水路の改修事業や区長申請による水路工事は、治水

行政にとって必要不可欠な事業であり、維持と判断した。

判定理由

維　持

方向性の判定

治水事業は最も重要で主要な事業あり、他に類似する事業がないことから廃止すれ

ば、浸水被害の防止及び解消することができなくなる。

一次評価のとおり。

河川・水路改修を限られた予算の中で最大限の効果が得られるよう、重要度に応じた

優先順位について市民等に理解を得て事業を進めていく。
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